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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、書面交付

請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の

皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお

送り致します。

第55回定時株主総会の招集に
際しての電子提供措置事項

（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項）

会 社 の 現 況 に 関 す る 事 項

⑴ 直 近 ３ 事 業 年 度 の 財 産 及 び 損 益 の 状 況

⑵ 対 処 す べ き 課 題

⑶ 主 要 な 事 業 内 容

⑷ 主 要 な 営 業 所

⑸ 使 用 人 の 状 況

⑹ 主 要 な 借 入 先 の 状 況

⑺ そ の 他 会 社 の 現 況 に 関 す る 重 要 な 事 項

株 式 の 状 況

新 株 予 約 権 等 の 状 況

社 外 役 員 の 状 況

会 計 監 査 人 の 状 況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

会 社 の 支 配 に 関 す る 基 本 方 針

剰 余 金 の 配 当 等 の 決 定 に 関 す る 方 針

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

計 算 書 類 等 に 係 る 会 計 監 査 報 告

監 査 等 委 員 会 の 監 査 報 告

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株式会社アトム
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直近３事業年度の財産及び損益の状況、対処すべき課題

区　　分
第52期
(2023年
3月期)

第53期
(2024年
3月期)

第54期
(2025年
3月期)

第55期
(当事業年度)
(2026年3月期)

売 上 高 (百万円) 35,239 36,947 35,477 30,408

経常利益又は経常損失（△） (百万円) △1,134 9 △643 △22

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）

(百万円) △2,165 △1,470 530 △1,507

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

（円） △11.38 △7.79 2.58 △7.86

総 資 産 (百万円) 22,528 20,318 18,989 14,519

純 資 産 (百万円) 8,216 6,763 7,302 3,680

会社の現況に関する事項
（１）直近３事業年度の財産及び損益の状況

（２）対処すべき課題

当社を取り巻く事業環境は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復など

一定の下支え要因が見られる一方で、原材料価格及びエネルギーコストの高止まり、

慢性的な人手不足に起因する人件費の上昇、ならびに消費者の節約志向や価値選別消

費の進行等により、引き続き厳しい状況が続いております。

このような環境下において、当社は外食企業としての原点回帰を基本姿勢とし、安

全・安心を前提とした質の高い商品とサービスの提供を通じて、お客様から信頼さ

れ、地域に支持される店舗づくりを進めることが、収益基盤の立て直しに不可欠であ

ると認識しております。

こうした認識のもと、当社が対処すべき主な課題は以下のとおりであります。

①収益基盤の強化と持続的成長の確立

当社は、レストラン事業への集中を進める中で、収益構造の改善と経営資源の効率

的配分に取り組んできました。今後は、店舗ポートフォリオの最適化、既存店改装等

による投資効果の最大化、ならびに継続的なコストコントロールを通じて、収益の再

現性と安定性を高め、持続的な成長基盤の確立を図ってまいります。

②ブランド価値の再構築と付加価値創出

主力業態であるステーキ業態、焼肉業態及び寿司業態を中心に、当社は価格のみに

依存しない付加価値型の業態づくりを推進しております。「新価格」をテーマとした

グランドメニュー改定を起点に、商品力の強化、提供方法の見直し、情報発信の工夫

等を通じて、価格に見合った体験価値・情報価値の向上を図り、中長期的なブランド

価値の再構築を進めてまいります。

③食品安全・衛生管理体制の高度化

食品安全及び衛生管理は、当社の事業運営における根幹であり、企業価値を支える

重要な基盤です。今後も、衛生管理体制の整備と運用の定着を継続するとともに、現

場への浸透やモニタリング体制の充実を通じて、安全・安心を前提とした店舗運営の

高度化に取り組んでまいります。

④人材基盤の強化と店舗運営力の向上

持続的な成長とブランド価値の向上を実現するためには、現場を支える人材基盤の

強化が不可欠です。当社は、採用力の強化及び教育・研修体制の充実を通じて、店舗
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直近３事業年度の財産及び損益の状況、対処すべき課題

運営力とサービス品質の向上を図り、各種施策を着実に実行できる組織体制の構築を

進めてまいります。

⑤ガバナンスおよび経営管理体制の充実

健全で持続可能な経営を実現するため、当社はガバナンス及び経営管理体制の整備

と運用の高度化に継続的に取り組んでおります。今後も、経営判断の質を高める体制

づくりを通じて、各施策の実効性を確保し、中長期的な企業価値向上につなげてまい

ります。

こうした活動を通じて、当社は外食企業としての原点回帰のもと、安全・安心で質

の高い商品・サービスの提供、地域に愛されるローカルチェーンとしての店舗づく

り、人材の育成及び経営基盤の強化に一体的に取り組み、収益構造の立て直しを図っ

てまいります。これにより、事業基盤の安定化を進めるとともに、業績回復の実現に

向けて全社一丸となって取り組んでまいります。
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主要な事業内容

セ グ メ ン ト ブ ラ ン ド 業 態

レストラン事業

ス テ ー キ 宮 ステーキ・ハンバーグ

和 牛 ス テ ー キ 桜 ステーキ・ハンバーグ

カ ル ビ 大 将 焼 肉

が ん こ 亭 焼 肉

に ぎ り の 徳 兵 衛 寿 司

海 鮮 ア ト ム 寿 司

か つ 時 と ん か つ

小 さ な 森 珈 琲 カ フ ェ

鮨 処 濱 寿 司

濱 一 貫 寿 司

バ ー 馬 車 道 そ の 他

グ リ エ ・ ミ ア ！ ステーキ・ハンバーグ

鎌 倉 か ぶ と 焼 肉

大 戸 屋 ご は ん 処 和 食

(３)主要な事業内容（2026年３月31日現在）

当社は、直営・ＦＣ飲食チェーンの経営を主要事業としております。
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主要な営業所

① 本店 　神奈川県横浜市西区

② 名古屋事業所 　愛知県名古屋市千種区

③ 店舗 　直営237店舗　ＦＣ10店舗

地 域 直 営 店 舗 数 Ｆ Ｃ 店 舗 数 合 計

青 森 県 5店 － 5店

岩 手 県 2店 － 2店

宮 城 県 10店 － 10店

秋 田 県 1店 － 1店

山 形 県 2店 － 2店

福 島 県 11店 － 11店

茨 城 県 16店 － 16店

栃 木 県 18店 － 18店

群 馬 県 8店 － 8店

埼 玉 県 8店 － 8店

千 葉 県 7店 － 7店

東 京 都 3店 － 3店

神 奈 川 県 6店 － 6店

新 潟 県 6店 － 6店

富 山 県 2店 － 2店

石 川 県 4店 － 4店

福 井 県 20店 － 20店

山 梨 県 4店 － 4店

長 野 県 13店 － 13店

岐 阜 県 22店 3店 25店

静 岡 県 5店 － 5店

愛 知 県 43店 6店 49店

三 重 県 5店 1店 6店

滋 賀 県 3店 － 3店

京 都 府 3店 － 3店

大 阪 府 3店 － 3店

兵 庫 県 3店 － 3店

奈 良 県 1店 － 1店

山 口 県 1店 － 1店

福 岡 県 1店 － 1店

熊 本 県 1店 － 1店

合 計 237店 10店 247店

(４)主要な営業所（2026年３月31日現在）
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事　業　区　分 使　用　人　数 前事業年度末比増減

レストラン事業 459（2,361）名 31名増（86名減）

全社 91（5）名 ４名減（２名減）

合　計 550（2,366）名 27名増（88名減）

使　用　人　数 平　均　年　齢 平　均　勤　続　年　数

550名（2,366）名 42.98歳 12.03年

男　女　区　分 使　用　人　数 前事業年度末比増減

男　　　性 440名 １名増

女　　　性 110名 26名増

(５)使用人の状況（2026年３月31日現在）

（注）１.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数（パートタイマー、有期契約社員、嘱

託社員を含み、派遣社員は除く）は、（　）内に１日８時間換算による年間平均

雇用人員を外数で記載しております。

２.平均年齢、平均勤続年数は、正社員のみの平均値を記載しております。

３.全社として記載されている従業員数は、本部に所属しているものであります。

　また、当社の使用人数の男女別の内訳は次のとおりです。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 東 和 銀 行 1,069

株 式 会 社 足 利 銀 行 943

株 式 会 社 北 陸 銀 行 881

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 555

(６)主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）

(７)その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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株式の状況

(１) 発行可能株式総数 299,999,978株

(２) 発行済株式の総数 193,559,297株

(３) 株主数 197,413名

株 主 名
持　株　数　（株） 持株

比率
（％）

普通株式
第２回

優先株式
第３回

優先株式
第４回

優先株式
合計

株式会社コロワイド 79,544,166 － － － 79,544,166 41.19

BNY　GCM　CLIENT　
ACCOUNT　JPRD　AC　ISG　
（FE－AC）

1,873,318 － － － 1,873,318 0.97

株式会社足利銀行 500,988 － － － 500,988 0.26

野村證券株式会社 359,749 － － － 359,749 0.19

SIX　SIS　FOR　SWISS　
NATIONAL　BANK

225,000 － － － 225,000 0.12

井上　ヒロ子 208,938 － － － 208,938 0.11

株式会社大光 178,000 － － － 178,000 0.09

STATE　STREET　BANK　
AND　TRUST　COMPANY　
505103

164,498 － － － 164,498 0.09

アトム取引先持株会 162,534 － － － 162,534 0.08

BNYM　SA/NV　FOR　BNYM　
FOR　BNYM　GCM　CLIENT　
ACCTS　M　ILM　FE

146,000 － － － 146,000 0.08

株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） 9,000株 3名

社外取締役（監査等委員を除く） －株 －名

監査等委員である取締役 －株 －名

執行役員 2,000株 2名

株式の状況（2026年３月31日現在）
＜普通株式＞

(４) 大株主（上位10名）

（注）１.当社は､自己株式を423,032株保有しておりますが､上記大株主からは除
外しております。

２.持株比率は自己株式（423,032株）を控除して計算しております。

＜当事業年度中に職務執行の対価として当社取締役及び執行役員に対し交付した
株式の状況＞

（注）当事業年度中に交付した株式の内容は、一定の譲渡制限期間及び当社によ
る無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（譲渡制限付株式）であり
ます。
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株式の状況

(1) 発行可能株式総数 ５株

(2) 発行済株式の総数 ５株

(3) 株主数 －名

＜優先株式＞

Ⅰ 第２回優先株式

(注) 第２回優先株式の内容は、次のとおりです。
(１)単元株式数
　　　１株
(２)第２回優先配当金の額
(ａ)　当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第２回優先株式を有する株主

（以下「第２回優先株主」という。）又は第２回優先株式の登録株式質
権者（以下「第２回優先登録株式質権者」という。）に対して、普通株
式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式
質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、第２回優先
株式１株につき、以下の算式に従い計算される金額（円位未満小数第２
位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「第２回優先配
当金」という。）を支払う。ただし、当該事業年度において第２回優先
中間配当金が支払われた場合、第２回優先配当金の支払いは、第２回優
先中間配当金を控除した額による。
優先配当金　＝　100,000,000円　×　1.50％

(ｂ)　ある事業年度において、第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者
に対する剰余金の配当が、１株につき第２回優先配当金の金額に満たな
い場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、こ
れを支払わない。

(ｃ)　ある事業年度において、第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者
に対して支払う配当金の額が第２回優先配当金の額に達しない場合、そ
の不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「累積未払
第２回優先配当金」という。）については、第２回優先配当金及び普通
株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第
２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に支払う。

(ｄ)　第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対しては、第２回優先
配当金を超えて配当を行わない。

(３)第２回優先中間配当金の額
(ａ)　当社が、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配

当」という。）を行う場合、当社は、第２回優先株主又は第２回優先登
録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第
２回優先株式１株につき第２回優先配当金の２分の１に相当する額（以
下「第２回優先中間配当金」という。）を支払う。

(ｂ)　第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対する中間配当が、１
株につき第２回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普
通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。

(４)残余財産の分配
(ａ)　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に

先立ち、第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対して、累積
未払第２回優先配当金相当額を支払う。

(ｂ)　第２回優先株主又は第２回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第
２回優先配当金相当額及び第２回優先株式１株につき100,000,000円の
合計額を超えて残余財産の分配は行わない。

(５)議決権
第２回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
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株式の状況

交付する
株 式 数

＝

転換請求のために提出した第２回

優先株式の払込金額の総額

転　換　価　額

交付する
株 式 数

＝

第２回優先株主が保有する第２回

優先株式の払込金額の総額

強　制　転　換　価　額

(６)取得請求権（転換請求権）
(ａ)　第２回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第２回優

先株式を取得することを請求（以下「転換請求」という。）することが
できる。

(ｂ)　転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式

(ｃ)　転換請求と引換えに交付する株式の数
第２回優先株式の転換請求と引換えに第２回優先株主に対して交付する
株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、１株未
満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

(ｄ)　転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引
日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値
（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただ
し、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位
を四捨五入する。

(ｅ)　転換請求可能期間
第２回優先株主が転換請求することができる期間は、2009年10月１日か
らとする。

(ｆ)　転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課

(ｇ)　転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の
営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。

(７)取得条項①（強制転換）
(ａ)　当社は、本項に定める条件に従い、2013年９月30日以降の日で、社取締

役会決議をもって別途定める日（以下「強制転換日」という。）におい
て、第２回優先株式を取得（以下「強制転換」という。）することがで
きる。

(ｂ)　強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式

(ｃ)　強制転換と引換えに交付する株式の数
第２回優先株式の強制転換と引換えに第２回優先株主に対して交付する
株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、１株未
満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

(ｄ)　強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東
京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表
示を含む｡）の平均値（終値のない日を除く｡）とする。ただし、平均値
の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入
する。

(ｅ)　第２回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行
う。

－ 9 －
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(８)取得条項②（強制償還）
(ａ)　当社は、本項に定める条件に従い、2013年９月30日以降の日で、当社取

締役会決議をもって別途定める日（以下「強制取得日」という。）にお
いて、第２回優先株式を取得（以下「強制取得」という。）することが
できる。

(ｂ)　強制取得と引換えに交付する財産（金銭に限る。）の金額（以下「償還
価額」という。）は、第２回優先株式１株につき100,000,000円に強制取
得日現在における累積未払第２回優先配当金相当額及び日割未払第２回
優先配当金相当額を加えた額とする。

(ｃ)　日割未払第２回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係
る第２回優先配当金について、１年を365日とし、強制取得日の属する
事業年度の初日から強制取得日（いずれも同日を含む。）までの実日数
で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する｡ ）とする。

(ｄ)　第２回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行
う。

(ｅ)　強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する
事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から
配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度
において既に強制取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取
得金額を含む。）の合計額を控除した金額を限度とする。

(９)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第２回優先株
主による種類株主総会の決議を要しない。

(ａ)　定款の変更（株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総
数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。）

(ｂ)　株式の併合又は分割
(ｃ)　株式の株主割当て又は無償割当て
(ｄ)　新株予約権の株主割当て又は無償割当て

(10)譲渡制限
第２回優先株式の譲渡又は取得については、第２回優先株主又は取得者は当
社取締役会の承認を受けなければならない。

(11)優先順位
(ａ)　当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第２回優先株式、第

３回優先株式及び第４回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、そ
れぞれ同順位とする。

(ｂ)　当社の残余財産を分配するときは、当社普通株式、第２回優先株式、第
３回優先株式及び第４回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、
それぞれ同順位とする。

(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付にあたり、既存株主への影響を考
慮したため。
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(1) 発行可能株式総数 ５株

(2) 発行済株式の総数 ５株

(3) 株主数 －名

Ⅱ 第３回優先株式

(注) 第３回優先株式の内容は、次のとおりです。
(１)単元株式数
      １株
(２)第３回優先配当金の額
(ａ)　当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第３回優先株式を有する株主

（以下「第３回優先株主」という。）又は第３回優先株式の登録株式質
権者（以下「第３回優先登録株式質権者」という。）に対して、普通株
式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式
質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、第３回優先
株式１株につき、以下の算式に従い計算される金額（円位未満小数第２
位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「第３回優先配
当金」という。）を支払う。ただし、当該事業年度において第３回優先
中間配当金が支払われた場合、第３回優先配当金の支払いは、第３回優
先中間配当金を控除した額による。
優先配当金　＝　100,000,000円　×　1.50％

(ｂ)　ある事業年度において、第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者
に対する剰余金の配当が、１株につき第３回優先配当金の金額に満たな
い場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、こ
れを支払わない。

(ｃ)　ある事業年度において、第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者
に対して支払う配当金の額が第３回優先配当金の額に達しない場合、そ
の不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「累積未払
第３回優先配当金」という。）については、第３回優先配当金及び普通
株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第
３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に支払う。

(ｄ)　第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対しては、第３回優先
配当金を超えて配当を行わない。

(３)第３回優先中間配当金の額
(ａ)　当社が、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配

当」という。）を行う場合、当社は、第３回優先株主又は第３回優先登
録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第
３回優先株式１株につき第３回優先配当金の２分の１に相当する額（以
下「第３回優先中間配当金」という。）を支払う。

(ｂ)　第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対する中間配当が、１
株につき第３回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普
通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。

(４)残余財産の分配
(ａ)　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に

先立ち、第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対して、累積
未払第３回優先配当金相当額を支払う。

(ｂ)　第３回優先株主又は第３回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第
３回優先配当金相当額及び第３回優先株式１株につき100,000,000円の
合計額を超えて残余財産の分配は行わない。

(５)議決権
　第３回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
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交付する
株 式 数

＝

転換請求のために提出した第３回

優先株式の払込金額の総額

転　換　価　額

交付する
株 式 数

＝

第３回優先株主が保有する第３回

優先株式の払込金額の総額

強　制　転　換　価　額

(６)取得請求権（転換請求権）
(ａ)　第３回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第３回優

先株式を取得することを請求（以下「転換請求」という。）することが
できる。

(ｂ)　転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式

(ｃ)　転換請求と引換えに交付する株式の数
第３回優先株式の転換請求と引換えに第３回優先株主に対して交付する
株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、１株未
満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

(ｄ)　転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引
日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値
（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただ
し、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位
を四捨五入する。

(ｅ)　転換請求可能期間
第３回優先株主が転換請求することができる期間は、2010年10月１日か
らとする。

(ｆ)　転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部　総務課

(ｇ)　転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の
営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。

(７)取得条項①（強制転換）
(ａ)　当社は、本項に定める条件に従い、2013年９月30日以降の日で、当社取

締役会決議をもって別途定める日（以下「強制転換日」という。）にお
いて、第３回優先株式を取得（以下「強制転換」という。）することが
できる。

(ｂ)　強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式

(ｃ)　強制転換と引換えに交付する株式の数
第３回優先株式の強制転換と引換えに第３回優先株主に対して交付する
株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、１株未
満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

(ｄ)　強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東
京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表
示を含む｡）の平均値（終値のない日を除く｡）とする。ただし、平均値
の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入
する。

(ｅ)　第３回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行
う。
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(８)取得条項②（強制償還）
(ａ)　当社は、本項に定める条件に従い、2013年９月30日以降の日で、当社取

締役会決議をもって別途定める日（以下「強制取得日」という。）にお
いて、第３回優先株式を取得（以下「強制取得」という。）することが
できる。

(ｂ)　強制取得と引換えに交付する財産（金銭に限る。）の金額（以下「償還
価額」という。）は、第３回優先株式１株につき100,000,000円に強制取
得日現在における累積未払第３回優先配当金相当額及び日割未払第３回
優先配当金相当額を加えた額とする。

(ｃ)　日割未払第３回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係
る第３回優先配当金について、１年を365日とし、強制取得日の属する
事業年度の初日から強制取得日（いずれも同日を含む。）までの実日数
で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する｡ ）とする。

(ｄ)　第３回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行
う。

(ｅ)　強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する
事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から
配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度
において既に強制取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取
得金額を含む。）の合計額を控除した金額を限度とする。

(９)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第３回優先株
主による種類株主総会の決議を要しない。

(ａ)　定款の変更（株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総
数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。）

(ｂ)　株式の併合又は分割
(ｃ)　株式の株主割当て又は無償割当て
(ｄ)　新株予約権の株主割当て又は無償割当て

(10)譲渡制限
第３回優先株式の譲渡又は取得については、第３回優先株主又は取得者は当
社取締役会の承認を受けなければならない。

(11)優先順位
(ａ)　当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第２回優先株式、第

３回優先株式及び第４回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、そ
れぞれ同順位とする。

(ｂ)　当社の残余財産を分配するときは、当社普通株式、第２回優先株式、第
３回優先株式及び第４回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、
それぞれ同順位とする。

(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付にあたり、既存株主への影響を考
慮したため。
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(１) 発行可能株式総数 12株

(２) 発行済株式の総数 12株

(３) 株主数 １名

Ⅲ 第４回優先株式

(４) 株主名　　　　　　　　　　株式会社東和銀行

(注) 第４回優先株式の内容は、次のとおりです。
(１)単元株式数
      １株
(２)第４回優先配当金の額
(ａ)　当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第４回優先株式を有する株主

（以下「第４回優先株主」という。）又は第４回優先株式の登録株式質
権者（以下「第４回優先登録株式質権者」という。）に対して、普通株
式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式
質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、第４回優先
株式１株につき、以下の算式に従い計算される金額（円位未満小数第２
位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「第４回優先配
当金」という。）を支払う。ただし、当該事業年度において第４回優先
中間配当金が支払われた場合、第４回優先配当金の支払いは、第４回優
先中間配当金を控除した額による。
優先配当金　＝　100,000,000円　×　1.50％

(ｂ)　ある事業年度において、第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者
に対する剰余金の配当が、１株につき第４回優先配当金の金額に満たな
い場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、こ
れを支払わない。

(ｃ)　ある事業年度において、第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者
に対して支払う配当金の額が第４回優先配当金の額に達しない場合、そ
の不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「累積未払
第４回優先配当金」という。）については、第４回優先配当金及び普通
株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第
４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に支払う。

(ｄ)　第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対しては、第４回優先
配当金を超えて配当を行わない。

(３)第４回優先中間配当金の額
(ａ)　当社が、会社法第454条第５項に基づく剰余金の配当（以下「中間配

当」という。）を行う場合、当社は、第４回優先株主又は第４回優先登
録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第
４回優先株式１株につき第４回優先配当金の２分の１に相当する額（以
下「第４回優先中間配当金」という。）を支払う。

(ｂ)　第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対する中間配当が、１
株につき第４回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普
通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。

(４)残余財産の分配
(ａ)　当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に

先立ち、第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対して、累積
未払第４回優先配当金相当額を支払う。

(ｂ)　第４回優先株主又は第４回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第
４回優先配当金相当額及び第４回優先株式１株につき100,000,000円の
合計額を超えて残余財産の分配は行わない。

(５)議決権
第４回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
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株式の状況

交付する
株 式 数

＝

転換請求のために提出した第４回

優先株式の払込金額の総額

転　換　価　額

交付する
株 式 数

＝

第４回優先株主が保有する第４回

優先株式の払込金額の総額

強　制　転　換　価　額

(６)取得請求権（転換請求権）
(ａ)　第４回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第４回優

先株式を取得することを請求（以下「転換請求」という。）することが
できる。

(ｂ)　転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式

(ｃ)　転換請求と引換えに交付する株式の数
第４回優先株式の転換請求と引換えに第４回優先株主に対して交付する
株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、１株未
満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

(ｄ)　転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引
日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値
（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただ
し、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位
を四捨五入する。

(ｅ)　転換請求可能期間
第４回優先株主が転換請求することができる期間は、2011年10月１日か
らとする。

(ｆ)　転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部　総務課

(ｇ)　転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の
営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。

(７)取得条項①（強制転換）
(ａ)　当社は、本項に定める条件に従い、2013年９月30日以降の日で、当社取

締役会決議をもって別途定める日（以下「強制転換日」という。）にお
いて、第４回優先株式を取得（以下「強制転換」という。）することが
できる。

(ｂ)　強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式

(ｃ)　強制転換と引換えに交付する株式の数
第４回優先株式の強制転換と引換えに第４回優先株主に対して交付する
株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、１株未
満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。

(ｄ)　強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東
京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値（気配表
示を含む｡）の平均値（終値のない日を除く｡）とする。ただし、平均値
の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入
する。

(ｅ)　第４回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行
う。
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株式の状況

(８)取得条項②（強制償還）
(ａ)　当社は、本項に定める条件に従い、2013年９月30日以降の日で、当社取

締役会決議をもって別途定める日（以下「強制取得日」という。）にお
いて、第４回優先株式を取得（以下「強制取得」という。）することが
できる。

(ｂ)　強制取得と引換えに交付する財産（金銭に限る。）の金額（以下「償還
価額」という。）は、第４回優先株式１株につき100,000,000円に強制取
得日現在における累積未払第４回優先配当金相当額及び日割未払第４回
優先配当金相当額を加えた額とする。

(ｃ)　日割未払第４回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係
る第４回優先配当金について、１年を365日とし、強制取得日の属する
事業年度の初日から強制取得日（いずれも同日を含む。）までの実日数
で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を
四捨五入する｡ ）とする。

(ｄ)　第４回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行
う。

(ｅ)　強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する
事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から
配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度
において既に強制取得が実行又は決定された金額（他の種類の株式の取
得金額を含む。）の合計額を控除した金額を限度とする。

(９)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第４回優先株
主による種類株主総会の決議を要しない。

(ａ)　定款の変更（株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総
数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。）

(ｂ)　株式の併合又は分割
(ｃ)　株式の株主割当て又は無償割当て
(ｄ)　新株予約権の株主割当て又は無償割当て

(10)譲渡制限
第４回優先株式の譲渡又は取得については、第４回優先株主又は取得者は当
社取締役会の承認を受けなければならない。

(11)優先順位
(ａ)　当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第２回優先株式、第

３回優先株式及び第４回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、そ
れぞれ同順位とする。

(ｂ)　当社の残余財産を分配するときは、当社普通株式、第２回優先株式、第
３回優先株式及び第４回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、
それぞれ同順位とする。

(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。

(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付にあたり、既存株主への影響を考
慮したため。

（注）当事業年度において、以下の優先株式について、2025年６月30日付で強制取得

（償還）を実施しております。

・第２回優先株式５株および第３回優先株式５株

・第４回優先株式12株のうち10株
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新株予約権等の状況、社外役員の状況

新株予約権等の状況

(１) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

（2026年３月31日現在）

該当事項はありません。

(２)当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(３)その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

社外役員の状況
(１)責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限

度額は、５百万円または法令が定める額（最低責任限度額）のいずれか高い額としてお

ります。

(２)社外取締役に関する事項

　①　他の法人等との兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役池田清華氏は、株式会社Rita Brandsの代表取締役社長であります。当社

と兼任先との間には特別の関係はありません。

・監査等委員である取締役大藏さいら氏は、大藏さいら公認会計士事務所所長及

び株式会社オズビジョン常勤監査役であります。当社と兼任先との間には特別

の関係はありません。

・監査等委員である取締役山崎操氏は、山崎公認会計士事務所代表、株式会社出

前館常勤社外監査役及び株式会社京橋アートレジデンス社外監査役でありま

す。当社と兼任先との間には特別の関係はありません。

・監査等委員である取締役熊王斉子氏は、島村法律会計事務所のパートナー弁護

士及びセーラー万年筆株式会社、Hamee株式会社、株式会社明光ネットワークジ

ャパン及び株式会社レインズインターナショナルの監査等委員である社外取締

役であります。当社と兼任先との間には特別の関係はありません。なお、株式

会社レインズインターナショナルは当社と同一持株会社のグループ会社であり

ますが、当社との間に資本関係又は重要な取引関係はありません。また、同氏

は両社において業務執行に関与しておらず、独立性に影響を及ぼす特段の関係

はありません。
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新株予約権等の状況、社外役員の状況

出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 期 待 さ れ る
役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役

池 田 　 清 華

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、経営
者としての知見を踏まえ、豊富な経験と専門的な知識に基づ
き適宜発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための助言・提言を行っております。

また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開
催された５回の委員会全てに出席し、客観的・中立的な立場
で当社の役員候補者の選任や役員報酬等の決定過程における
監督機能を担っております。

なお、当社との特別の利害関係がなく、一般株主との利益相
反が生ずる恐れがないため、独立役員に指定しております。

監査等委員である取締役

大 藏 　 さ い ら

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、財
務・会計に関する豊富な経験・知識に基づき適宜発言を行っ
ており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・提言を行っております。

また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開
催された５回の委員会全てに出席し、客観的・中立的な立場
で当社の役員候補者の選任や役員報酬等の決定過程における
監督機能を担っております。

さらに、当事業年度に開催された監査等委員会12回の全てに
出席し、監査結果についての意見交換等、適宜、必要な発言
を行っております。

なお、当社との特別の利害関係がなく、一般株主との利益相
反が生ずる恐れがないため、独立役員に指定しております。

監査等委員である取締役

山 崎 　 操

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、財
務・会計に関する豊富な経験・知識に基づき適宜発言を行っ
ており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言・提言を行っております。

また、当事業年度に開催された監査等委員会12回の全てに出
席し、監査結果についての意見交換等、適宜、必要な発言を
行っております。

なお、当社との特別の利害関係がなく、一般株主との利益相
反が生ずる恐れがないため、独立役員に指定しております。

監査等委員である取締役

熊 王 　 斉 子

2025年６月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会
10回のうち９回に出席し、弁護士としての専門的知見を活か
し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
助言・提言を行っております。

また、2025年６月27日就任以降、当事業年度に開催された監
査等委員会10回の全てに出席し、監査結果についての意見交
換等、適宜、必要な発言を行っております。

② 当事業年度における主な活動状況

(注)１．親会社又はその子会社（当社を除く）から役員として受けた報酬等の額

監査等委員である取締役が、当事業年度の在任期間中において、当社の親会社又

はその子会社（当社を除く）から役員として受けた報酬額の総額は６百万円であ

ります。

２．上記の取締役会の開催のほか、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づ

き、取締役会決議があったものとみなす書面決議が７回ありました。
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 65百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 65百万円

会計監査人の状況
(１) 名称　　　　　有限責任監査法人　トーマツ

(２)報酬等の額

(注)１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取
引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で
きませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

　　２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報
酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ
で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を致しました。

(３)非監査業務の内容

　該当事項はございません。

(４)会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判

断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容

を決定致します。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合監査等委

員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人

を解任した旨と解任の理由を報告致します。

(５)責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人有限責任監査法人 トーマツは、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、30百万円または法令が定める額のいずれ

か高い額としております。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
(１) 業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「業務の有効性・効率性」「報告の信

頼性」「事業活動に関わる法令・定款等の遵守」「資産の保全」の４つの目的を実現す
る為に「内部統制システム構築の基本方針」について、取締役会において次のとおり決
議しております。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
当社の取締役及び使用人は、コンプライアンスポリシー（基本方針及び行動指

針）に従い、法令、定款及び社内規程を遵守する。当社は、関係諸法令の徹底を図
る為に管理部門が中心となり、コンプライアンス体制の整備を促進し、安全衛生教
育を含めたコンプライアンス教育を行い、全体におけるコンプライアンスの遵守を
推進する。また、「コンプライアンス規程」を定めコンプライアンスに関する事項
を規定するとともに、「内部通報規程」を定め、コンプライアンス上疑義のある行
為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてホットライン（内部通報制
度）を設け運営し、定期的に内部通報制度及び公益通報者保護法に関する周知及び
研修を行う。
取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況

を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求に対しては毅然と対

応し、その徹底を図る。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、株主総会議事録、その他取締役の職務の執行に関する重要な文

書（会社法で定められた閲覧請求に対応した備置義務の情報）は、取締役会規則及
び文書管理規程に従い適切に保存管理するとともに、取締役及びそれらに指名され
た使用人はいつでもそれらの情報を閲覧できるものとする。また、取締役は当社の
非財務情報を含む重要な情報の適時開示その他の開示を所管する部署及び管理する
部署を指名し、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集した上で、法令に従い適切
に開示する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社はリスク管理規程を中心に、リスク管理基本方針を定め、経営環境の変化、

事業内容及び組織体制等の内外の変化等必要に応じて、リスク管理基本方針を適宜
見直す。経営の健全性確保と企業価値の維持・向上を図るべく、リスクを適切に把
握し識別された社内外のコンプライアンス、環境、災害、安全衛生、品質、店舗運
営、情報セキュリティ等に係る様々なリスクに対応した個別の規程ないし対応手順
を定め、当社の損失発生を防ぐとともに、発生時の損失最小化を図る。また、大規
模災害、食品事故等、当社全体に大きな影響を与えるリスクに対しては「㈱アトム
事業継続計画書（ＢＣＰ）」を定め、当社全体に周知徹底を図り、リスクの拡大を
最小限にとどめる体制をとる。
なお当社のリスク管理体制は、全ての役職員が能動的にリスク管理に取り組むと

の認識のもと、３つの防衛線に整理した体制とする。第１の防衛線として、各部門
は自らの業務に関するリスクを認識し、規程等を遵守することにより、リスク発生
の防止、発見、低減に努める。第２の防衛線として、各部門のリスク管理を統括す
る管理部門がリスクを適切に管理するための枠組みを策定し、その進捗状況を取締
役会に報告する。第３の防衛線である内部統制部門は各部門のリスク管理状況を監
査し、その結果を管理部門、代表取締役、監査等委員会へ報告する。取締役会は、
リスク管理体制に関して、構築及び運用が適切に行われていることを監督し、監査
等委員会は取締役会への報告がなされているかを確認し、取締役会が監督義務を適
切に履行しているかを監視し検証する。
また、取締役会は、経営陣・支配株主等の関連当事者と会社との間に生じ得る利
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益相反を特別委員会等と協働して適切に管理する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、中期経営計画に基づき、当該年度の予算（業績目標）を設定し、実施す

べき具体的な施策の決定及び効率的な業務遂行体制の構築を行う。それらの進捗に
ついては、取締役会及び経営会議等において月次でレビューを行い、進捗状況の管
理を行う。経営環境の変化に機動的に対応しつつ取締役会の機能の継続的向上を図
る為、取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数を10名の枠内で運用し、指
名報酬諮問委員会を通じて、取締役としての適格性に対する見直しの頻度を高める
ものとする。また、委任型執行役員制度を導入し、取締役の職務の執行が効率的に
行われる体制をとるために「執行役員規程」を定め、規程に基づく責任と権限を以
て意思決定プロセスの簡素化等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要な事
項については、経営会議等を設置してより慎重な意思決定を行う。
加えて、取締役会の意思決定の妥当性を高めるために、取締役会の3分の１以上

は、独立社外取締役とする。

⑤　財務報告の信頼性を確保する為の体制
組織内及び組織の外部への報告（非財務情報を含む）の信頼性を確保する為、

「人事考課規程」「育児・介護休業等に関する規程」「経理規程」「与信管理規
程」等の社内規程を整備するとともに、当社全体で有効かつ適切な内部統制を整
備、構築し、継続的な改善と適正な運用を行う。また、金融庁が定める「財務報告
に係る内部統制の評価の基準、並びに同実施基準」に基づき、取締役会は内部統制
の基本方針を決定し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を監督する。内部統
制室は全社的な内部統制の状況及び業務プロセスについて内部統制室が法令に基づ
き、評価、改善及び文書化を行い、取締役会及び監査等委員会へ報告するととも
に、評価の過程でリスクが識別された場合には、評価範囲を再検討し監査法人と適
切に協議するなど、把握した財務報告にかかるリスクについて内部統制報告制度の
元で関連する内部統制評価を行う。なお、評価基準の決定については、財務報告に
対する影響の重要性を考慮した上で、不正に関するリスク等を含め評価範囲を決定
する。

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会から監査等委員会スタッフを置くことの求めがあった場合には、適

切な人材を任命し配置する。

⑦　記載の使用人の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性及
び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命、評価、異動及び懲戒は、監査等

委員会の事前の同意を得なければならない。監査等委員会より監査業務に必要な命
令を受けた社員はその命令に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く）の
指揮命令を受けないものとし、監査等委員会に係る業務を優先して従事するものと
する。

⑧　取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員及び使用人等が監査等委員
会に報告する為の体制
法定の事項に加え、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実、及び法令・定款

に違反する事象が発生した場合には、監査等委員会に報告する。また、取締役（監
査等委員である取締役を除く）及び使用人等は、内部監査の実施状況、ホットライ
ン等による通報状況及びその内容を監査等委員会にすみやかに報告する。常勤監査
等委員は、取締役会のほか重要会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の進
捗状況について報告を受ける体制を確保する。監査等委員は、業務執行に係る重要
な事項について、必要に応じ取締役並びに使用人に説明を求め適時報告を受ける。
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⑨　監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保する為の体制
監査等委員会に報告を行った取締役及び使用人等に対し、当該報告をしたことを

理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底
する。

⑩　監査等委員の職務上の経費処理方針
監査等委員がその職務の執行について当社に対し費用の前払等の請求をした際に

は、当該請求に係る費用又は債務が当該職務の執行に必要でないと認められる場合
を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。

⑪　その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する為の体制
監査等委員会の構成は、独立性を確保する為、監査等委員である取締役の員数を

５名の枠内とし、その過半数を社外取締役とする。監査等委員会は、会計監査人か
ら会計監査についての説明を受けるとともに、適宜情報の交換を行う。また、その
他重要会議に出席する機会を確保するほか、内部監査室とも密接な連携を保ち、必
要に応じて取締役及び使用人に必要書類の閲覧、調査及び説明を求めることとし、
監査等委員の監査の実効性を高める。加えて、代表取締役との定期的な意見交換会
を設置し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

⑫　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当な要求に対しては毅然と対

応し、その徹底を図る。反社会的勢力排除に向けた整備状況として、「お客様の
声」センターを対応窓口として内容によって関係者で対応するほか、企業防衛対策
協議会等、弁護士、警察等と連携し積極的な情報収集、管理を行う。
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(２) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　当社は、企業理念である「すべてはお客様と従業員のために」を経営の基本姿勢
として掲げ、その実現に向け、コンプライアンスを事業運営の重要な基盤の一つと
位置づけており、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス基本方針
及び行動指針の社内周知を継続的に行い、お客様及び従業員双方の信頼に資する行
動の徹底に取り組んでおります。当事業年度においても、役職や職位にかかわら
ず、すべての従業員が社会的良識に基づいた行動を実践できるよう、継続的な啓発
活動を通じて全社的なコンプライアンス意識の浸透・定着を図っております。

②　コンプライアンス意識の向上及び定着を目的として、当社は定期的にコンプライ
アンス研修を実施しております。研修後には理解度の確認や誓約書の取得を行い、
コンプライアンスに関する認識の共有及び実践意識の醸成に努めております。ま
た、受講環境の整備としてウェブを活用した研修体制を継続的に運用し、受講率の
向上及び継続的な教育の実施に取り組んでおります。当事業年度においては、パー
トナーを含む全従業員を対象として、月ごとにテーマを設定した研修を年間を通じ
て実施しております。

③　当社は、経営の健全性の確保及び企業価値の維持・向上を目的として、リスク管
理基本方針及びリスク管理規程に基づくリスク管理体制を構築し、全ての役職員が
主体的にリスク管理に関与する体制として運用しております。当事業年度において
は、前期に実施したリスク評価を踏まえ、リスクの識別及び影響度評価の見直しを
行い、その結果について取締役会で審議のうえ、対応方針及び具体的な対応策を決
定しております。また、三線の防衛線を意識した体制のもと、内部監査室が中心と
なってリスク管理の状況を把握し、四半期ごとに期間内のリスク対応状況及び進捗
について取締役会へ報告を行っております。取締役会では、これらの報告を踏ま
え、必要に応じて対応状況の確認や指示を行い、継続的なモニタリングを通じたリ
スクの低減及び予防的対応に取り組んでおります。

④　財務報告の信頼性確保及び内部統制の実効性向上を目的として、当事業年度よ
り、社長、内部統制担当、内部監査担当、常勤監査等委員が参加する進捗報告会を
四半期に１回開催しております。本報告会では、内部統制及び内部監査の実施状況
や是正対応の進捗について情報共有を行い、課題の把握及び対応方針の確認を行っ
ております。これにより、関係者間の認識共有を図るとともに、内部統制及び財務
報告に係る体制の継続的な改善に努めております。

⑤　当社は、「内部通報規程」に基づき内部通報制度を整備し、業務上の問題等の把
握及び適切な対応につなげる仕組みとして運用しております。当事業年度において
は、４月開催の取締役会において、前事業年度の内部通報の受付及び対応状況につ
いて報告を行っております。通報内容への対応にあたっては、必要に応じた是正・
改善を行うとともに、内部通報制度が一定程度機能しているものと認識しておりま
す。また、通報内容及び対応状況については監査等委員会内でも共有し、制度の適
切な運用及び実効性確保に努めております。

⑥　当社は、業績に影響を及ぼすおそれのある事件・事故、自然災害、ならびに内部
統制上の軽微な不備等について、速やかに対応する体制を整備しております。当事
業年度においては、リスク管理を管掌する取締役、内部統制担当、内部監査担当、
常勤監査等委員が参加する共有会を週１回開催し、発生事案の状況や対応方針につ
いて情報共有を行っております。当該共有会において把握された事案については、
必要に応じて是正・改善対応を実施するとともに、重要性が高いと判断される事案
については取締役会へ報告しております。取締役会では、当該事案の対応状況、業
績への影響及び再発防止策の進捗等について継続的に確認・管理を行っておりま
す。
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会社の支配に関する基本方針

当社取締役会は、当社株式の買付提案等を受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆

様の判断に委ねられるべきものであると考えます。

一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を侵害する恐れのある大規模な買付を

行う者に対しては、適時適切な情報開示に努めるとともに、その時点において適切な対応

をしてまいりたいと考えます。

剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への利益還元を企業経営の重要な柱と考え、財務体質の強化を図り

ながら、業績に連動した配当を継続的に実施することを基本方針としております。

しかしながら、2026年３月期通期の業績を総合的に勘案致しました結果、期末の配当を

無配とさせていただきます。

次期の配当については、景気回復動向が不透明であることなどの不確実要素が多く、現

時点では、配当予想は未定とさせていただいております。
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

未 収 入 金

前 払 費 用

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 前 払 費 用

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

5,552

3,633

1,158

0

238

146

334

17

22

8,967

5,279

3,080

253

371

1,255

318

0

81

41

16

22

3,606

126

0

60

2,764

652

37

△35
　

流 動 負 債 6,898

買 掛 金 2,321

短 期 借 入 金 800

１年内返済予定の長期借入金 1,581

リ ー ス 債 務 141

未 払 金 1,466

未 払 費 用 7

未 払 消 費 税 等 114

前 受 金 5

預 り 金 26

前 受 収 益 10

賞 与 引 当 金 42

販 売 促 進 引 当 金 379

固 定 負 債 3,940

長 期 借 入 金 2,799

リ ー ス 債 務 330

資 産 除 去 債 務 773

そ の 他 36

負 債 合 計 10,838

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,682

資 本 金 100

資 本 剰 余 金 6,856

資 本 準 備 金 1,400

そ の 他 資 本 剰 余 金 5,456

利 益 剰 余 金 △976

利 益 準 備 金 128

そ の 他 利 益 剰 余 金 △1,104

繰 越 利 益 剰 余 金 △1,104

自 己 株 式 △2,298

評 価 ・ 換 算 差 額 等 △1

その他有価証券評価差額金 △1

純 資 産 合 計 3,680

資 産 合 計 14,519 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,519

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 30,408

売 上 原 価 11,536

売 上 総 利 益 18,871

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 18,846

営 業 利 益 25

営 業 外 収 益

受 取 利 息 14

受 取 配 当 金 3

不 動 産 賃 貸 料 152

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 戻 入 益 0

補 助 金 収 入 0

そ の 他 23 195

営 業 外 費 用

支 払 利 息 83

不 動 産 賃 貸 原 価 143

そ の 他 15 243

経 常 損 失 △22

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2

投 資 有 価 証 券 売 却 益 19

そ の 他 4 26

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 42

減 損 損 失 677

そ の 他 0 720

税 引 前 当 期 純 損 失 △716

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 181

法 人 税 等 調 整 額 608 790

当 期 純 損 失 △1,507

損　益　計　算　書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 2025年４月１日から

2026年３月31日まで ）
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株 主 資 本
合 計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計繰越利益剰余金

当期首残高 100 1,400 5,453 6,853 128 402 530 △175 7,309

事 業 年 度 中 の
変 動 額

当 期 純 損 失 △1,507 △1,507 △1,507

自己株式の取得 △2,127 △2,127

自己株式の処分 2 2 4 7

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の
変 動 額 合 計

－ － 2 2 － △1,507 △1,507 △2,123 △3,627

当期末残高 100 1,400 5,456 6,856 128 △1,104 △976 △2,298 3,682

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △6 △6 7,302

事 業 年 度 中 の
変 動 額

当 期 純 損 失 △1,507

自己株式の取得 △2,127

自己株式の処分 7

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

5 5 5

事業年度中の
変 動 額 合 計

5 5 △3,621

当期末残高 △1 △1 3,680

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

①　有形固定資産

　（リース資産を除く）

主として定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　建物　　　　　　   ２～35年

　　構築物　　　　　   ３～50年

　　工具、器具及び備品 ２～20年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項

(１)　資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　・その他有価証券

    市場価格のない株式等　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

　　以外のもの し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。

    市場価格のない株式等 移動平均法による原価法を採用しております。

②　棚卸資産

・商品、原材料、貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）

(２)　固定資産の減価償却の方法

②　無形固定資産

（リース資産を除く）

・自社利用ソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。

・その他の無形固定資産 定額法を採用しております。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期

間を耐用年数とした定額法を採用しております。

また、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該

残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

(３)　引当金の計上基準

①　貸倒引当金       売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金       従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担

額を計上しております。

③　販売促進引当金   販売促進のための株主優待ポイントの利用による

費用負担に備えるため、利用実績に基づき翌期以

降の利用により発生する費用見積額を計上してお

ります。

④　店舗閉鎖損失引当金 当事業年度末における閉店見込店舗の閉店に伴い

発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる

閉店関連損失見込額を計上しております。
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個別注記表

(４)　収益及び費用の計上基準

当社は、レストランの飲食店運営によるサービスの提供、ＦＣ加盟者に対する経

営指導及び店舗運営指導等を行っております。

サービスの提供による収益は、飲食店における顧客からの注文に基づく料理の提

供であり、顧客へ料理を提供し対価を受領した時点で履行義務が充足されることか

ら、当該時点で収益を認識しております。

ＦＣ店舗運営希望者に対するＦＣ権の付与により受領した収入（ＦＣ加盟金及び

ロイヤリティ収入）は、取引の実態に従って収益を認識しております。ＦＣ契約締

結時にＦＣ加盟者から受領するＦＣ加盟金は、当該対価を契約負債として計上し、

履行義務の充足に従い一定期間にわたって収益として認識しております。ロイヤリ

ティ収入は、契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、その発生時点を考慮し

て収益を認識しております。

なお、レストランの飲食店運営に係るサービスの提供による収益は、他社が運営

するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムのポイント負担金を除いた金額で収益

を認識しております。

２.会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

３.会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、

翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりで

す。

連続した賃金上昇を背景に、実質賃金が改善基調に転じつつあり、個人消費は底堅く

推移するものと見込まれます。一方で、物価上昇による家計負担感は依然として残って

おり、消費行動は数量の拡大よりも、価格に見合った価値や納得感を重視する選別的な

動きが続くものと想定しております。

当社におきましては、各業態において2026年４月にグランドメニューを改定し、「新価

格」をテーマとして、単なる価格改定にとどまらず、商品力の強化や提供方法の見直

し、情報発信の充実等を通じて、価格に見合った体験価値・情報価値の向上に取り組ん

でまいります。ハンバーグカフェ業態「グリエ・ミア！」に喫茶機能を組み合わせた複

合業態の新規出店や、グループシナジーを活用した「大戸屋ごはん処」への業態転換を

推進することで、立地特性や顧客層に応じた店舗ポートフォリオの最適化を図ってまい

ります。さらに、既存店におきましては、店内外を含めた改装を計画的に実施し、集客

力の向上と収益性改善を両立させる投資効果の最大化を目指してまいります。

あわせて、店舗運営における販管費の抑制や本部コストの最適化など、継続的なコス

トコントロールを実施することで、外部環境の変動に左右されにくい収益基盤の構築に

取り組んでまいります。
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個別注記表

 現金及び預金 15百万円

(２)　有形固定資産の減価償却累計額 13,525百万円

①　短期金銭債権 63百万円

②　短期金銭債務 41百万円

①　売上高 －百万円

②　販売費及び一般管理費 283百万円

固定資産の減損

・貸借対照表に計上した金額

有形固定資産　　5,279百万円

・その他の情報

当社は、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、直営店舗を基本単位とした資産のグルーピングを行ってお

ります。このうち、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ

について、減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場

合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しており

ます。当期に計上した減損損失については、「５．損益計算書に関する注記（２）減損

損失」に記載しております。

減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しております

が、事業計画や市場環境の変化により、当初見込んでいた収益が得られなかった場合

や、将来キャッシュ・フロー等の重要な仮定に変更があった場合、翌事業年度以降の

計算書類において、有形固定資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

繰延税金資産の回収可能性

・貸借対照表に計上した金額

繰延税金資産　　652百万円

・その他の情報

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額に

よって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによ

って影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積り

と異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影

響を与える可能性があります。

４. 貸借対照表に関する注記

(１)　担保資産

資金決済に関する法律第14条第１項に基づく発行保証金として以下を供託してお

ります。また、当該発行保証金については、2025年度末において、以下供託資産以

外に金融機関との間で資金決済に関する法律第15条第１項に基づく発行保証金保全

契約（契約金額は40百万円）を締結しております。

(３)　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

５.損益計算書に関する注記
(１)　関係会社との取引高
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個別注記表

用途場所 種別
減損損失

（百万円）

直営店舗 建物 532

　愛知県19店舗 構築物 40

岐阜県5店舗 土地 －

福井県4店舗 工具、器具及び備品 63

その他25店舗 リース資産 37

その他 3

合計 677

株 式 の 種 類
当事業年度期首の

株式数

当事業年度

中の増加

当事業年度中

の減少

当事業年度末の

株式数

普通株式 193,559,297株 －株 －株 193,559,297株

第２回優先株式 　　　　　5株 －株 5株 －株

第３回優先株式 　　　　　5株 －株 5株 －株

第４回優先株式 　　　　12株 －株 10株 2株

計 193,559,319株 －株 20株 193,559,299株

株 式 の 種 類
当事業年度期首の

株式数

当事業年度中

の増加

当事業年度中

の減少

当事業年度末の

株式数

普通株式 433,882株 150株 11,000株 423,032株

(２)　減損損失

当事業年度において、当社は、以下の資産について減損損失を計上しておりま

す。

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、直営店舗を基本単位と

した資産のグルーピングを行っております。また、遊休資産他については、当該資

産単独で資産のグルーピングを行っております。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、53店舗において当該減少額677百万円を減損損失として特別

損失に計上しており、その内訳は上表のとおりであります。

また、資産グループ毎の回収可能価額は使用価値と正味売却価額を使用し、直営

店舗については使用価値、遊休資産他については正味売却価額により測定しており

ます。なお、使用価値は将来キャッシュ・フローを資本コストの6.18％～8.67％で

割り引いて算定し、正味売却価額は固定資産税評価額等を基本に算定しておりま

す。ただし、将来キャッシュ・フローがマイナスであるものは回収可能価額を零と

して評価しております。

６.株主資本等変動計算書に関する注記

(１)　発行済株式の総数に関する事項

（注）当期における優先株式の減少は、全て強制取得（償還）によるものであります。

(２)　自己株式の数に関する事項

（注）１．普通株式の増加150株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．普通株式の減少11,000株は、譲渡制限付株式報酬の自己株式処分による減

少であります。

(３)　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。
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個別注記表

貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)

(１)　投資有価証券

その他有価証券 19 19 －

(２)　敷金及び保証金 2,764 2,335 △429

資産計 2,784 2,355 △429

(３)　長期借入金（注１） 4,380 4,351 △29

(４)　リース債務（注１） 472 477 5

負債計 4,853 4,829 △24

区分 貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 107

(４)　剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

該当事項はありません。

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となる

もの

該当事項はありません。

７.金融商品に関する注記

(１)　金融商品の状況に関する事項

当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しており

ます。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図ってお

ります。

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時

価の把握を行っております。

敷金及び保証金は、新規出店時等に契約に基づき貸主に差し入れる建設協力金並

びに敷金及び保証金であり、貸主の信用リスクに晒されております。当該リスクに

関しては、担当部署が貸主ごとの信用状況を随時把握する体制としております。

借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る

資金調達を目的としたものであります。

(２)　金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

（注）１．１年内返済予定の長期借入金、１年内返済予定のリース債務はそれぞれ長期借

入金、リース債務に含めて表示しております。

２．市場価格のない株式等

これらについては、「その他有価証券」に含めておりません。

３．現金は注記を省略しており、預金、売掛金、未収入金、未収還付法人税等、買

掛金、未払金、未払消費税等、預り金は短期間で決済されるため時価が帳簿価

額に近似することから、注記を省略しております。
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個別注記表

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　　株式 19 － － 19

資産計 19 － － 19

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － － 2,335 2,335

資産計 － － 2,335 2,335

長期借入金 － 4,351 － 4,351

リース債務 － 477 － 477

負債計 － 4,829 － 4,829

(３)　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格より算定し

た時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイン

プットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用してい

る場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう

ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分

類しております。

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

②　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引

されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

敷金及び保証金

これらの時価は、償還予定時期を見積り、敷金・保証金の回収見込額を、安全

性の高い長期の債券の利回りに信用リスクを勘案した割引率で割り引いた現在価

値により測定しており、レベル３の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務

これらの時価は、元利金の合計額を市場金利で割り引いた現在価値により算定

しており、レベル２の時価に分類しております。

８. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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個別注記表

種 類
会社等の

名称

議 決 権 等

の 所 有

(被所有)

割合 (％ )

関 係 内 容

取引の内容
取引金額

(百万円)
科 目

期末残高

(百万円)
役 員 の

兼 任 等

事 業 上

の 関 係

親会社 ㈱コロワイド
(被所有)

41.2
－

親会社

の優先

株式の

取得

自己株式の

取得

（注）

2,127 － 2,127

種 類
会社等の

名称

議 決 権 等

の 所 有

(被所有)

割合 (％ )

関 係 内 容

取引の内容
取引金額

(百万円)
科 目

期末残高

(百万円)
役 員 の

兼 任 等

事 業 上

の 関 係

親会社の

子会社

㈱コロワイド

ＭＤ
－ －

食材等

の購入

食材の購入

（注）
12,513 買掛金 2,308

９. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、減損損失の損金不算入、資産除去債務の否認等で

あります。

10. 関連当事者との取引に関する注記

親会社

（注）株式会社コロワイドが保有する当社Ｂ種優先株式の全部（20株）を取得したことに

よるものであります。

兄弟会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）当社は、㈱コロワイドＭＤから商品仕入を行っておりますが、取引関係については

随時見直しを行っており、仕入価格の算定については双方の合意に基づく価格によ

り決定しております。
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個別注記表

当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 0

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1

(１) １株当たり純資産額 17円97銭

(２) １株当たり当期純損失（△） △７円86銭

11.収益認識に関する注記

　当社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしており、収益を

主要な財・サービスの種類別により分解しております。

(１)　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、「レストラン事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

(２)　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社は、レストランの飲食店運営によるサービスの提供、ＦＣ加盟者に対する経営

指導及び店舗運営指導等を主な事業としております。

主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は

「個別注記表　１．重要な会計方針に係る事項　⑷　収益及び費用の計上基準」に記

載のとおりであります。

履行義務を充足した後の通常の支払期限は、履行義務の充足時点又は１か月であり

ます。

また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き額等を控除し

た金額で測定しております。

取引の対価は履行義務の充足時点又は履行義務を充足してから１年以内に受領して

おり、重要な金融要素は含まれておりません。

(３)当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

①　顧客との契約から生じた債権の残高

顧客との契約から生じた債権は主にレストランの飲食店運営によるサービスの

提供に受け取った対価であり、貸借対照表上、流動資産の売掛金に含まれており

ます。

顧客との契約から生じた債権の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであり

ます。
（単位：百万円）

②　残存履行義務に配分した取引価格

当社においては、個別の信用供与期間が１年を超える重要な取引がないため、

実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金

額はありません。

12.１株当たり情報に関する注記

13. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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個別注記表

期首残高 800百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 33百万円

時の経過による調整額 3百万円

資産除去債務の履行による減少額 △25百万円

その他増減額（△は減少） △37百万円

期末残高 773百万円

14. その他の注記

資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

①　当該資産除去債務の概要

店舗施設等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

②　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から１～21年と見積り、割引率は0.00～2.20％を使用し

て資産除去債務の金額を計算しております。

③　当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

－ 36 －
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計算書類等に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2026年５月18日

株 式 会 社 ア ト ム

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　トーマツ

　東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 井 出 正 弘

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 山 本 道 之

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 相 澤 陽 介

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アトムの2025年
４月１日から2026年３月31日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載
内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお

らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の

過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断

した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に係る会計監査報告
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計算書類等に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執

行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正

又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ
れる。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の

過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
うな事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書
類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す

る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な
水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第55期事業年度の取締役
の職務の執行を監査致しました。その方法及び結果について以下のとおり報告致します。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取

締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施致
しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門

と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に
関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査致しました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適
正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明
細書について検討致しました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ
いても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2026年５月18日

株式会社アトム　監査等委員会

常勤監査等委員 土 田 正 和

監 査 等 委 員 大 藏 さ い ら

監 査 等 委 員 山 崎 操

監 査 等 委 員 熊 王 斉 子
　

（注）監査等委員大藏さいら、監査等委員山崎操及び監査等委員熊王斉子は、会社法第２条

第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以上
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